
令和６年度 千曲市こども計画策定業務委託 

公募型プロポーザル（書類審査）実施要領 

 

１．業務の目的 

令和５年４月にこども基本法が施行され、同法第10条第２項において「市町村こども計

画」の策定が努力義務化された。また、同法第11条において、こども施策を策定・実施・

評価するにあたってはこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとされている。 

これを受け、本業務では国のこども大綱及び県のこども計画を勘案した「千曲市こども

計画」を策定することを目的とする。 

 

２．業務委託の概要 

（１）業務委託名 

令和６年度 千曲市こども計画策定業務委託 

（２）業務の内容 

別紙「令和６年度 千曲市こども計画策定業務委託仕様書」のとおりとする。 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和７年３月 31日まで。 

（ただし、成果品の納入期限は令和７年３月 25日とする） 

（４）業務想定金額 

委託料の上限額（消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）を含む。）は、 

   金 7,600,000円とする。消費税等の税率は 10％とする。 

 

３. 委託予定者選定方法 

      企画提案書等の公募による書類審査に基づくプロポーザル方式により選定する。 

 

４．参加資格 

   本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たしていることを条件と

する。 

（１） 令和６年３月６日（水）までに「令和４・５・６年度千曲市物品購入等に係る競争入札

参加資格審査申請書」を提出し、「大分類 19：その他業務 中分類 38：行政計画策定」

の業種において登録があること。 

（２） 千曲市長による入札参加停止措置を受けていないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

（４） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ていないこと、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開

始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法第 41 条第１項の規定に基づく

更生手続開始の決定を受けた者、又は民事再生法第 33 条第１項の規定に基づく再生手

続開始の決定を受けた者を除く。 



（５） 千曲市と同規模以上の自治体において、過去５年間（平成 30 年４月１日から令和５年

３月 31 日までの間）に子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業

計画策定業務、若しくはそれと同種類似の業務を完了した実績を有すること。 

（６） プライバシーマーク（Ｐマーク）を取得していること。 

 

５. 貸与資料及び情報セキュリティポリシーの遵守、情報処理遂行体制 

本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、受託者に、借用書と

引き換えに貸与するものとする。 

受託者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとする。特に、個

人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業としてのセキュリティ管理

システムが充分に確立されていることを証明しなければならないものとする。具体的には、

情報セキュリティや個人情報保護等に関する公的資格である JISQ15001 （プライバシーマ

ーク取得）に審査登録がなされていること。また公的資格である JISQ15001 （プライバシ

ーマーク取得）は審査登録後、その運用方法が確立されていること、点検がしっかりなさ

れており、審査登録が更新されていることを証明するため、取得後 3 年以上の保有、３回

以上更新していることを条件とする。 

 

６. 審査資料の提出 

「４．参加資格」を満たし、本業務に参加を希望する場合は、下記の必要書類を提出す

ること。なお、参加意思表明書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けないものとす

る。 

（１）提出書類 

No. 提出書類 様式 部数 書類要件 

1 参加意思表明書 様式第１号 1  

2 企画提案書 任意 7 業務スケジュール及び業務体制を記載。 

体裁は原則として A4判（A3判の折り込

みも可）とする。 

仕様書の各項目について具体的な提案内

容を記載すること。なお、総括責任者・

業務責任者の変更は、入院などの特段の

理由がない限り認めない。 

3 会社概要書 様式第２号 7 会社パンフレット等の添付も可。 

4 業務実績書 様式第３号 7 実施要領の「４．参加資格（５）」で示さ

れた実績を記載すること。 

5 担当者経歴書 様式第４号 7  

6 見積書及び見積

内訳書 

様式第５号 7 見積内訳書は、A4判で様式は自由だが、

業務名と業者名を記入。 

7 実施体制調書 任意 7  

8 JISQ15001（Ｐマ

ーク）の取得を証

明する書類 

登録証の写

し 

7 プライバシーマークの取得を証明する登

録証の写し。 



（２）提出方法 

    持参又は郵送により提出すること。 

また、郵送等の場合は、提出期限までの必着とし、到着の有無について提出先へ確認

すること。 

（３）提出期間 

   ア.（１）提出書類のうち、参加意思表明書 

     令和６年２月１４日（水）から令和６年３月６日（水）まで 

     持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで 

   イ. ア 以外の書類 

     令和６年２月１４日（水）から令和６年３月１５日（金）まで 

     持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで 

（４）提出先 

千曲市役所 次世代支援部 こども未来課 子育て支援係 担当：若林 

〒３８７－８５１１ 長野県千曲市杭瀬下二丁目 1番地 

電 話：０２６－２７３－１１１１ 

ＦＡＸ：０２６－２７３－８０１１ 

E-mail：kodomo@city.chikuma.lg.jp 

 

７．質問の受付及び回答 

本業務に関し質問がある場合は、質問書（様式第６号）により提出すること。口頭によ

る質問の受付は行わないので、注意すること。 

（１）提出期間 

    令和６年２月１４日（水）から令和６年２月２６日（月）まで 

（２）提出方法 

    メールによる提出のみ。 

（３）提出先 

千曲市役所 次世代支援部 こども未来課 子育て支援係 担当：若林 

〒３８７－８５１１ 長野県千曲市杭瀬下二丁目 1番地 

電 話：０２６－２７３－１１１１ 

ＦＡＸ：０２６－２７３－８０１１ 

E-mail：kodomo@city.chikuma.lg.jp  

 

（４）回答方法 

    令和６年２月２８日（水）までに、千曲市ホームページに掲載する。 



８．委託予定者の審査方法 

（１）審査方法 

提出書類は、本市において提出書類 No.1～No.7に基づき書類選考を実施し、それらを

総合的に評価し、優先交渉事業者を選定する。プレゼンテーションは行わないが、提出

書類に関する質問を電話等の方法で行う場合がある。 

 

（２）優先交渉権者の決定 

審査の結果、最も評価の高かった者を優先交渉者とし、契約締結に向けて交渉する。 

交渉の結果、契約の締結に至らなかった場合、次点の業者を優先交渉者とする。 

 

（３）審査基準 

下記の項目について審査する。 

No. 審査項目 審査事項 配点 

1 実績 事業者のこれまでの子ども・子育て支援事業計

画や子育て関係の計画等の業務における実績

は十分であるか。 

/10 

こども計画・子どもの貧困対策計画の策定支援

業務等の実績や、子どもの生活実態調査支援業

務等の実績があるか。 

/10 

2 実施体制 本業務を迅速に遂行し得る実施体制、人員配置

となっているか。また、主担当者、統括責任者

及びその他担当者は本業務に関する経験及び

実績は十分であるか。 

/10 

3 作業工程 スケジュール及び作業工程が具体的に設定さ

れ、実現性・妥当性のある提案となっているか。 

/10 

4 

企画

提案

内容 

業務の趣旨、

目的、内容の

理解 

こども基本法のほか、関係法令、社会的背景な

どを理解し、国・県の最新の動向を踏まえてい

るか。 

/10 

5 現行の子ども・子育て支援事業計画の進捗状況

などから見た千曲市の子ども・子育て支援施策

の状況・特徴を的確に分析できているか。 

/10 

6 ニーズ調査に

対する提案 

ニーズ調査結果等を計画策定にどのように活

用するかなど、効果的な手法について提案があ

るか。また、的確なニーズの推計・目標値の設

定を行うための考え方、提案となっているか。 

/10 

7 こども大綱及びこども基本法第 11条に規定さ

れた「こども又はこどもを養育する者その他の

関係者の意見を反映」するための工夫、回収率

アップの工夫がされているか。 

/10 

8 業務全体に対

する提案、独

自提案 

企画の提案内容がわかりやすく、かつ千曲市の

現状と課題を踏まえた独自のものとなってい

るか。また、国・県の動向等を適切に把握した

提案となっているか。 

/10 



9 会議運営支援 子ども・子育て会議等の会議開催にあたり、必

要な資料の作成、助言、運営、計画への反映に

ついての支援内容が具体的に提案されている

か。 

/10 

10 見積金額 見積金額は適正であるか。 /10 

合計 110 

 

（４）選定結果の通知 

選定結果は、令和６年３月２２日（金）までに千曲市ホームページに公表する。なお、

選定に関する異議等は一切受け付けない。 

 

９．企画提案者の失格 

   企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）「４．参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

（５）企画提案にあたり著しく信義に反する行為があると認めた場合 

 

１０．企画提案の関する経費 

企画提案に関する必要経費は、企画提案者の負担とする。 

 

１１．契約について 

プロポーザルの審査結果に基づき、市は決定した委託予定者と協議し、企画・提案内容

を反映した仕様書に調整した後、契約を締結する。 

 

１２．事務局 

本業務に関する事務局及び問い合わせ先は、下記のとおりとする。 

千曲市役所 次世代支援部 こども未来課 子育て支援係 担当：若林 

〒３８７－８５１１ 長野県千曲市杭瀬下二丁目 1番地 

電 話：０２６－２７３－１１１１ 

ＦＡＸ：０２６－２７３－８０１１ 

E-mail：kodomo@city.chikuma.lg.jp 

 

１３．その他 

参加申し込み後に辞退する場合は、「辞退届」（任意様式）を令和６年３月１３日（水）

までに、事務局へ提出すること。なお、辞退しても以後における不利益は被らない。 



１４．日程（予定） 

期日 内容 備考 

令和６年２月１４日（水） 実施要領公表（仕様書等含む） 市 HPに掲載 

令和６年２月２６日（月） 質問の受付期限 電子メールにて 

令和６年２月２８日（水） 質問の回答日 市 HPに掲載 

令和６年３月 ６日（水） 参加意思表明書の提出期限 持参または郵送 

令和６年３月 ８日（金） 参加資格確認結果通知 結果は電子メール 

令和６年３月１３日（水） 辞退届の提出期限 持参または郵送 

令和６年３月１５日（金） 提案書等の提出期限 持参または郵送 

令和６年３月２２日（金） 審査結果通知 市 HPに掲載 

 

１５．その他 

提案のあった企画提案書等については、審査結果にかかわらず返却しない。 


